
守口市空家等対策計画〔中間見直し改定版〕（素案） 

についてのパブリックコメントの実施について 

 

は じ め に 

本市では、全国的な傾向と同様に少子高齢化や住宅ストックの余剰等の社会

的情勢を背景に、「空家等」は増加傾向にあります。特に、適切な管理が行わ

れず放置されている状態の空家等は、防災・防犯の問題、雑草繁茂などの環境

衛生上の問題、建物の破損・腐食や樹木の繁茂等による景観上の問題など、多

岐にわたる問題が生じ、良好な生活環境や住環境を脅かすものとなっているこ

とから、早期の解決を求める声が多くなっています。 

管理不全な空家等の発生抑制や解消とともに、有効活用を促進する事業等に

取り組むことで、市民の良好な生活環境の保全と安全で安心な魅力ある地域社

会の実現を目指し、良好な住環境の維持・形成に寄与するため、平成 30 年３

月に守口市空家等対策計画を策定し、その後令和５年４月に改定を実施し、対

策に取り組んできました。 

この度、令和５年 12 月に空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され

たことに伴い、今までの取組みや本市を取り巻く空家等の状況を踏まえ、守口

市空家等対策計画の改定を行うこととし、その素案を作成しましたので、皆様

のご意見を募集いたします。 

 

意 見 募 集 期 間 

 令和８年１月 30 日（金）～令和８年３月１日（日） 

 

素案等の設置場所 

市役所 2 階 守口市情報コーナー、５階 住宅まちづくり課、大日サービスコ

ーナー、各地区コミュニティセンター、守口市立図書館、守口文化センター、

守口市民体育館に、守口市空家等対策計画〔中間見直し改定版〕（素案）・意見

募集要領・意見提出用紙を設置します。また、市ホームページでも掲載してい

ます。 

 

意見の提出方法 

（１）各閲覧場所の回収ボックスに投函 

（２）郵送（３月１日（日）消印有効） 

（３）Ｅ-mail 

 ※電話での受け付けはいたしませんのでご了承ください。 

＜裏面続きあり＞ 

意見募集要領 



 〒５７０－８６６６ 

守口市京阪本通２丁目５番５号 

守口市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 あて 

T E L ０６（６９９２）１６９６ 

Ｅ-mail jyumachi@city.moriguchi.lg.jp 

 

提出にあたってのお願い 

１ 氏名・住所・属性・連絡先は必ず記入して下さい。 

   団体・グループでご提出いただく場合は、氏名欄に団体・グループ名お

よび代表者の住所欄に所在地を記入してください。 

２ ご意見の内容について確認させていただく場合があります。 

３ 守口市空家等対策計画に関するご意見のみ承ります。市への要望・苦情

等はお受けできませんので、ご了承ください。 

４ 意見記入欄が足りない場合は、お手数ですがコピーしていただくか別紙

を添付してください。なお、電子データはホームページからもダウンロー

ドいただけます。  

 

提出いただいたご意見について 

１ 提出していただいたご意見は、内容ごとに整理・分類し、これに対する

守口市の考え方とともに、後日公表いたします。 

２ 意見募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外（氏名・住所等）は公

表いたしません。 

３ 個々のご意見に対して、個別に回答はいたしませんので、あらかじめご

了承ください。 

 

問 合 先 


